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本稿は，イェテボリコミューン(スウェー

デン)の政治・行政システムの検討を通じて，

地方政府システム改革の現状と課題を論じ

る.

スウェーデンを含む各国では 1990年前後

以来，財政効率や事業効果を高める方向で，

市場メカニズムの活用を初めとした様々な改

革が進められた.こうした公共セクター改革

の現状と評価は本稿の出発点である. F.ナ

ショルトは嘗て， 1990年代前半の OECD加

盟の 11ヶ国における行財政改革の比較分析

を踏まえて，各国の現実の改革プロセスには，

競争市場を絶対視する“小さな国家"への前進

に止まらず，行政の内部的な近代化や市場活

用型改革，さらには政府権限の委譲と分権化

を通じた民主主義を進める改革など，多様な

メカニズムが見られることを指摘した 1) そ

の後に各国で進められた公共セクター改革の

特徴についてH.ウオールマンは，その方向

性が大方の予想を裏切って収数化ではなく，

多様化していることを強調している.一方で

は，サービス提供のアウトソーシングや業績

評価，そしてまた(イギリスを除き)地方政

府への分権化が共通して見られる反面で，地

方政府の基本的な役割が変化しつつある.イ

ギリスでは地方政府が持つ総合行政機能が解

体され，フランスではコミューン連合が一層

重視されるのに対して， ドイツとスウェーデ

ンでは，地方政府の総合的機能が一層強化さ

れつつある 2) 

こうした公共セクター改革の質的な現状に

ついてウオールマンは，世界各国の政策・事

業評価 Cevaluation)を総括して，従来は別

個に論じられてきた公共セクター改革と政

策・事業評価との包括的な検討が必要である

として，その発展段階を整理している.これ

によれば政府部門の積極的な役割を前提に，

その近代化を目指した第一段階 (1960年~70

年代)では，効果の最大化が目的とされたこ

とに対して，世界的な財政悪化の中で進んだ

第二段階(1970年代後半から)では，政府部

門の縮小と効率性の向上が中心目標とされ

た.これに対してNPMと総称される 1980年

代後半からの第三段階では，それまでの改革

手法を引き継ぎながらも，市場メカニズ、ムの

活用を含め事業の実施単位に焦点が当てられ

ると共に，サービスの実施機関自身による内

部評価に軸足を移しているという特徴を持

つ.ここでウオールマンが注目しているのは，

学習と内部評価を通じた公共セクターの改革

である 3)これに関連してJ-C.ソエニは，ヨ

ーロッパ各国の現状を踏まえて，組織の改善

と発展に不可欠な情報としての政策・事業評

価の役割を，学習過程としての業績管理

(Performance Management) という視点か

ら論じている 4) 

総合的機能の強化と政策・事業評価を活用

した公共セクターの改革というウオールマン

の指摘は，後に見るようにイェテボリの事例

によっても裏付けられるようである.それで

はコミューンの改革を検討するに当たっての

評価視点をどう捉えるか.ここで念頭に置く

のは，次のような論点である.

第一にNPMと総称される，市場メカニズ

ムの導入を通じた公共セクター改革の現状と

評価である.市場手法を活用した公共セクタ

ーの改革は，しばしばスーパーマーケットに

準えて論じられてきた. T.クリステンセン

はNPMモデルの特徴を，手続き的な正統性
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を根拠とする従来の政治システムが持つ硬直

性に対置して， Iスーパーマーケット型国家

モデル」と表現する.このモデルでは，公衆

は主権を持った消費者または顧客として捉え

られており，個人を直接志向する民主主義と

して一つの代案を提起しうる.反面それが持

つ問題は，市場で選択する孤立した市民が，

安定的で責任のある民主主義システムの創造

に，如何にして貢献し得るのかという問題に，

応えていないことである 5). R.グレゴリーは，

公共政策の全体としての合理性を取り戻すた

めの，政治の役割をあらためて強調する.サ

ービスの実施単位への権限委譲と市場型経営

スタイルという NPMの主要な改革手法は，

各セクションの専門家による狭い範聞の経営

合理性の追求と，結果として鷲される全体と

しての非合理と言う形で，かつてM.ウェー

バーが指摘した硬直的な官僚主義に回帰して

いる.問題は，政府組織全体としての評価や

判断の欠如が， NPMによってむしろ拡大さ

れたことである 6). NPMに批判的なこれら

論者の指摘は，事業効果や効率の拡大に向け

た改革を実施する上での，民主主義に基づく

総合的な政策運営の必要性を想起させる.

第二に，地方政府と市民社会もしくは市民

セクターとの相互関係である.スウェーデン

では 1990年代以来，市民社会についての議

論が注目を浴びるようになった.その社会的

背景は，東欧の民主主義革命の経験から市民

セクターの独自の役割が改めて注目されたこ

とと共に，大きな政府と官僚制度に対する新

自由主義的な批判の立場から，市民セクター

の役割が強調されたこと，さらに福祉国家の

改革と民主主義の視点からも，市民組織の役

割が注目されたことである.こうした議論を

通じてスウェーデンでは，“市民社会"は市

民セクターそのものを意味する概念として論

じられてきた 7) スウェーデンにおける市民

セクターと地方政府との相互関係の特徴につ

いて， B.ローツシュタインと Lトレゴルドは，

政府と市民活動とを対立的に捉えるアメリカ

的な思考に対置して 大きな政府と活発で大

きな市民セクターとの親和的な関係として捉

えている.こうした関係は，最近まで社会と
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政府とがほぼ同義に捉えられてきたスウェー

デンの社会意識を反映している.政府は市民

セクターから載然と区別されるよりもむし

ろ，社会の諸組織の結節点として捉えられて

いたペ他方で，市民社会・市民セクターと

政府との公式の関係は，最近スウェーデン政

府と主要な市民団体との間で結ぼれた協定に

おいて，市民セクターの役割の検討に着手す

ることが確認されたことを契機に，再検討が

進められつつある 9)これらは，地方政府改

革の中での市民セクターの位置づけが重要な

論点である事を示している.

第三に，政府の意志決定の背景を成す実質

的なプロセスに注目する意味での，ガパナン

スに関わる論点である.P.ジョーンは，地方

政府の意志決定過程におけるガバナンスの主

体を，多様なアクターの間のネットワ}クで

あるとする.それは地方政府を拘束してきた

中央政府の影響力が弱まる中で， EUの補助

金政策や有利な投資の場を求める企業の戦略

などの外部の要因が増大しており，さらに公

共サービスへの需要と市民活動の多様化が進

んでいる事を背景とする lペS.P.オスボーン

は，公共サービスの多様化と共に国家の多元

化という現実を捉える概念として，政府によ

る一元的な決定と実施やNPMによる市場型

運営に対比する形で，ガパナンス論 (NPG:

New Public Governance)を位置づけている.

それは，公共セクターと市民との相互関係，

更には効率の向上に止まらずに公共サービス

の前提となる公共価値の定義や評価の基準そ

のものの再検討を要求する 1九他方L.トレゴ

ルドは，スウェーデンの市民社会の諸組織が

政府の意志決定に及ぼす影響力の点からガバ

ナンスを論じている.その基礎にあるのは，

上述した政府と市民組織との親和的な関係で

ある.統治行為に対する市民社会の影響力と

してのガバナンスは，政府の意志決定過程に

直接関与する委員会の構成員に，多くの市民

組織が加わっていることや，レミス(意見表

明)の制度をつうじて保障されてきた Iペ本

稿では，ガバナンスの論点を地方政府の諸決

定に対する市民の影響力として捉えた上で，

市民の統治能力の向上という側面を重視して
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検討する.この場合には，市民とコミューン

との両者における学習過程への注目が重要と

言える.

以下本稿では，スウェーデン第二の都市で

あるイェテボリコミューン(人口約 50万)

を素材に，政治・行政システム改革の課題を

論じる.イェテボリのシステムの 1つの特徴

は，地域産業や市民の活動が展開する基盤を

整備して，経済の域内循環と共に財政的な自

律の拡大を目指すという意味での“都市経営

型"政策にある.同時にイェテボリのシステ

ムが注目されるのは，それが市民とコミュー

ンとの評価・統治能力の向上を目指す“学習

都市"に向けた，システム転換としての側面

を持つ点である I九

主要な論点は次の通りである.第一に，総

合的な政策運営のシステムである.それは地

区単位への分権化や，企業経営手法の導入に

よる効率・効果の増大をも念頭に置いた上

で，市民の意志を代表する政治が，全体をコ

ントロールするシステムを意味する.第二に，

コミューン，政策・事業評価とそれを組織と

政策の改善に生かすシステムである.ここで

は職員と組織の力量の向上が重要と言える.

第三に，コミューンの政策決定と実施への，

市民の関与と民主主義を保障するシステムで

ある.それはコミューンと市民社会との相互

関係の再検討を含むと共に，市民の評価・統

治能力の向上を重要な課題とする.

本稿の構成と概要は次の通りである.

第一節では，イェテボリコミューンの政

治・行政システム構造と分権型システムの働

きを，地区委員会と予算制度などの役割を中

心に検討する.

第二節では，都市内分権システムの中での

事業評価アンケートと組織改善・能力開発シ

ステムの概要と役割を検討する.

第三節では，スウェーデンにおける市民活

動と政府との相互関係を踏まえて，イェテボ

リコミューンの地域政策に占める，市民セク

ターの位置と役割を明らかにする.

第四節では，“学習都市"としてのイェテ

ボリの都市経営戦略とシステムを総括する 14)

エ
行政システム

イェテボリで進められたシステム改革の特

徴を捉える上では，スウェーデンの地方政府

改革の経過を念頭に置く必要がある.福祉国

家の建設を担った SAP(社会民主労働党)

の政策では，地方政府は民主主義の担い手と

言うよりは，中央政府が決定したサービスを

全国の各地域に保障するための機関として捉

えられていた 15) 他方でフリーコミューン実

験に象徴される 1980年代以降の地方政府改

革は，一定の曲折を経ながらも地方政府の裁

量を拡大する方向で進められてきた.

1990年代初めの経済危機の深刻化に伴い，

特定補助金の一般補助金化や，地方政府への

企業会計方式の導入，及ぴ地方政府が所有す

る企業の役割の拡大と地方政府財政との連結

決算方式の導入などが，サービスの外部委託

など市場型の公共セクター改革とも平行して

進められた.さらに，経済開発の条件となる

インフラ整備計画などの権限を，地方政府レベ

ルに委ねる方向への改革が進められてきたIペ
全体として見た場合にはこれらの制度改革

が，スウェーデン経済のグローパル化と財政

上の制約を背景に，地方政府の自立的な経営

単位としての責任と権限を強める方向で進め

られたことは明らかである.

1 ，イェテボリの地域構造とコミューンのシ

ステム
スウェーデン第二の都市であるイェテボリ

(人口49万)は， 1600年代初めに建設された

港湾都市を出発点として，木材・鉄鋼などの

内陸部の資源の輸出基地として拡大した.第

二次大戦後の産業拡大を背景とした人口集中

の中で， 1970年前後に周辺コミューンの合併

を通じて市域を拡大した.その後の 1970年

代の造船業の壊滅と，これに続く停滞的な推

移は，地域経済・構造に大きな変化を賛した.

1980年代の後半から進められたイェテボリコ

ミューンの改革の背景として，次の点を指摘
できる 17)
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第一に，地域経済のグローバル化である.

とりわけ 1990年代以降には外資系企業の立

地が進む一方で，イェテボリの多くの企業は，

規模の大小を問わず，ヨーロッパ或いは世界

規模の経営戦略を指向している.

第二に，イェテボリの地域構造と地域問題

の特徴である. 1960年代後半に都心外周部に

大量の公営住宅を建設してきたイェテボリで

は，地域産業の構造変化に伴い，公営住宅を

中心とする地域に低所得者と移民が集中する

セグリゲーションの拡大が，都市問題の焦点

に成りつつある.それはMixedDevelopment 

を志向する再開発を始め，地域課題に対応し

た政策実施を必要とした.

第三に，イェテボリの市民社会と市民運動

の特徴である.スウェーデンでは，市民の学

習サークル活動などの文化的な活動が，公的

な財政補助を受けながら進められる一方で，

具体的なサービス提供はコミューンが担う形

の分担が出来上がっていた. 1990年以降のコ

ミューンの財政難と，市民の側での事業協同

組合の広がりは，財政運営手法の見直しと共

に，コミューンと市民社会との相互関係の再

構築を必要とした.

以上を背景にイェテボリコミューンでは，

1980年代の後半から政治・行政システムの改

革を進めてきた.その特徴は，次の三つの側

面から捉えることが出来る.

第一に，コミューンの地域経済に関わる基

本戦略は，イェテボリ自身のブランドイメー

ジを高めて投資を促すと共に革新的な起業の

支援を通じて，多様'性を持った地域経済構造

を形成することであり，同時に企業の集中に

よる集積の利益を，地域内での雇用の増加と

投資の拡大に結びつける政策であった.この

ためコミューンが100%株式を所有する会社

(以下「カンパニーJ)が，イェテボリ港の経

営やエネルギー供給事業などを通じて，投資

の誘致などの事業を実施している.各カンパ

ニーの経営は，コミューン執行委員会(以下

「執行委員会J) が任命した取締役会の下で独

自の責任において行われ，カンパニーの損益

は，住宅関係カンパニ一等のグループごとで，

持ち株会社の段階で調整されている.

『イェテボリコミューンの都市経営システムと政策評価J

第二に，地域分権の制度を通じたサービス

の提供である.コミューン本体は，コミュー

ン全域を 21に分けて設置された地区委員会，

および政策分野別の専門委員会によって構成

され，地区委員会は福祉・教育・文化に関わ

る市民サービスを，独自の判断と権限で，直

属の行政組織を通じて実施している.地区委

員会への交付金児)は145億sekで，各部門の

経費に対するコミューン交付金の支出総額

184億sek(2006年度決算)の 8割に，また地

方税収と政府一般補助金から成るコミューン

歳入総額193億sek(2006年度)の75%にあ
たる 19)

第三に，私的セクターや市民組織の役割で

ある.協同組合などの私的セクターによるサ

ービス提供が，コミューンのサービスと同様

に財政支出の対象になって市民に選択肢を提

供している.更に市民の組織活動や障害者の

労働者協同組合への支援と財政補助が，自律

的な組織化への支援として行われている.
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図イェテボリコミューンの組織

(職員数は2006年度出所:City of Gothenburg Annual Repo吋2006)
筆者作成

これら三つの領域の要に位置するのは，図

に示したようにコミューン議会と執行委員会

であり，各委員会とカンパニー取締役会のメ

ンバーの任命と共に，財源配分と方針決定を

通じて全体を調整している.さらに，議会に

直接責任を持つ監査委員会による，会計及び業

務遂行状況についての監査や，執行委員会に直

属するコミューン事務局による，政策分野別の

事業運営についての総括が行われている.同時

に，地区委員会とカンパニーおよび私的セクタ

ーが提供するサービスの質的な内容は，事業評

価アンケートを通じて，利用者の評価が明らか

にされている.さらに，事業単位に財源が一括

配分されると共に，職場の民主的な運営スタイ

ルについての評価や，職員の能力発揮への支援

がシステム化されている.

システム全体としての特徴は，事業・経営

単位の責任と権限を明確にした上で，組織と

職員の力量と市民の評価能力・統治能力の向

上とを促進するメカニズムを備えつつあるこ

とである.

2，地区委員会への権限委譲と財政運営

イェテボリコミューンの地区委員会は1990
年に設置され，コミューン議会によって各政

党の議席数に応じて任命された委員(正規11

名，代理5名)によって構成されている.地

区委員会は，コミューンから人口と年齢構成

や社会的状況に応じて配分された一般財源と

しての補助金と，市民からの手数料収入など

を財源として，学校およびプレスクール(保

育所)，文化，福祉の各事業を，独白の責任

と判断でで、実施することとされている 2制0ω)

一般にスウエ一デンの地方政府の委員会に

は，地方政府法に基づいて自律的な権限が保

障されており，地区委員会も単なる協議機関

ではなく，決定権を持つ機関である.地区委

員会の委員は，各政党の推薦に基づいて議会

によって任命される政治家である点で，日本

の政令都市の行政区のような制度ではなく，

むしろ東京の特別区に近い制度といえる.地

区委員会は，コミューン合併が1970年代初

めに強力に進められた後に， 1979年の地方政

府法改正によって設置が根拠付けられ，主に

っ“FD
 



人口規模の大きい都市が設置している.その

設立は，各分野別委員会の権限とされてきた

政策の決定と実施を，各地区のレベルで統合

する上で不可欠の条件であったとも言える.

イェテボリでの地区委員会の設置目的は，

市民の政策決定に対する影響力を高め，地域

の状況に即した政策展開を進めることにある

とされる.この点では，イェテボリが周辺コ

ミューンを合併して市域を拡大した結果とし

て，地域ごとに抱える問題や市民層の違いが

大きいことが指摘されている.

地区委員会の権限の範囲は，財政システム

に端的に示されている.コミューン全体とし

ての政策方向は，議会が決定する予算書に示

される.予算書では，コミューン全体として

の政策目標と共に各委員会への交付金の配分

額が明記される.2009年度予算書では，コミ

ューンの基本的な政策目標であるサスティナ

ブルシティーの実現に向けて，環境・経済・

社会の各分野の目標と共に，開発や高齢者福

祉などの政策領域ごとの優先課題が記されて

いる.この予算を受けて，各地区委員会が決

定する予算書(詳細予算)では，地区の直面

する課題を事業評価アンケートの結果を含め

て分析した上で，地区の政策上の課題が明ら

かにされ，各分野への予算配分額が決定され

る.各部門の支出内容は，部門別の委員会に，

さらに最終的には事業単位での責任者の権限

に任される.

地区委員会をはじめ各委員会の事業執行状

況は，各委員会の内部では財政運営を主とし

た月別報告によって把握されると共に，各委

員会から議会に，財務状況と共に政策課題の

到達状況を示した中間報告と年次報告が提出

される.執行委員会は，各委員会からの報告

を総括する形で，独自に報告書を議会に提出

し，これらの報告は次年度の予算編成に反映

される.

3，地区委員会と財政運営

議会による地区委員会へのコントロールは

間接的であり，例えば議会がプレスクール

(保育所)の充実を目指す場合には，交付金

の計算上で乳幼児の人数が多い地区への額を

『イェテボリコミューンの都市経営システムと政策評価J

増加させると共に，プレスクールの充実とい

う方針が予算書に明記されることになる.但

し，実際にどの程度までプレスクールへの財

源を増やすかの判断は，地区委員会の権限で

ある.他方で住民が，他地区或いは協同組合

が運営する保育所を選択した場合には，その

事業主体に費用を支払うことが義務付けられ

ている.

さらに地区委員会には，配分された財源の

範囲で事業を執行する責任が課せられてお

り，このため必要に応じた事業の改廃を迫ら

れる.例えば児童数の減少によるか，または

他地区の学校を選択する住民が多い一方で，

高齢者が増加した場合などには，学校の統廃

合を決定することが必要となり，住民との車L
糠を生じざるを得ない.その意味では地区委

員会には，コミューンのサービスが大きく拡

大した 1970年前後の時期とは異なり，財政

的な制約を前提としながら選択的にサービス

を実施していく役割が求められている.

スウェーデン国内の地方政府研究者の評価

では，地区委員会の委員が地域住民の直接選

挙ではなくコミューン議会の任命によるた

め，市民の認知度も低く，市民の影響力と言

う意味での民主主義を保障するシステムとは

言い難いとして，批判的な見解が多いと言え

る2九イェテボリでも市民の地区委員会に対

する関心は低く，その背景には発足直後の

1991年に起こった経済危機とこれに伴うコミ

ューンの財政危機の結果，地区委員会がサー

ビス削減のための機関と化したことが影響し

ているとされる 22)

4，分野別代表組織

議会及び執行委員会から地区委員会への権

限委譲に並行して，若者議会や高齢者委員会

など分野別に市民・団体の意見を反映するた

めの制度が設けられている.その一つが障害

者委員会である.障害者委員会は，執行委員

会に直属する一種の諮問機関で，コミューン

全体を網羅する四つの障害者団体の代表と，

執行委員会の有力な政治家によって構成され

ている.コミューンが新たな政策や方針を決

定する際に意見表明(レミス)の権利を持つ
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団体であると共に，毎年の予算編成などにも

影響力を持っている.また必要に応じて，各

委員会またはカンパニーの責任者の説明を求

める権限を持ち，例えば交通に関わる問題で

は，関係するカンパニーの責任者を会議に呼

んで説明を求めると共に，これを踏まえて議

会に要望書を提出する.更に21の各地区委

員会にも同様の障害者委員会が設けられてお

り，これを通じて，各地区委員会での政策の

現状や個別のサービス決定に関わる問題点な

ども含めた情報が，障害者委員会に集中され

ている.

イェテボリでの障害者事業が大きく拡大し

たのは 1970年代であり，これには中央政府

の政策と共に，障害者委員会を構成する団体

が大きな役割を果たしたとされている.他方

で最近では若い世代の障害者が，組織に加入

するよりも単独でコミューンに要求し，或い

は極めて狭い範囲で独自の団体を立ち上げる

など，障害者委員会を構成する既存の団体が

網羅できていない障害者が増加しており，そ

の意味では障害者委員会の組織改造が課題と

されている却.

イェテボリコミューンの組織運営では，分

権化と平行して，全体としての組織の改善と

サービスの向上に向けた取り組みが進められ

ている.全体を通じた目標とされているのは，

各組織が次の点を前進させることである.第

一に，目標管理型の事業展開を進めること.

第二に，財政指標のみならず幅広い視野を持

ったマネジメントを展開すること.第三に，

各組織が『学習組織jとして力量を向上させ

ること.第四に，政治家と市民およびコミュ

ーン職員との聞の，聞かれた討論の場を設け

ることである 24)

そのための具体的な事業は次の通りであ

る.第一に事業評価アンケートを通じた，市

民のサービスに対する評価と需要の調査であ

り，これを主に事業実施の場で活用すること

である.第二に，職員の働き甲斐やチームワ

ークの発展を通じた組織運営の改善である.

以下に，その概要を検討する.

1 ，事業評価アンケートと活用

(1 )事業評価アンケート

事業評価アンケートは，サービスの質的向

上に向けた重要なデータとして 1998年から

実施されている出. 16種類のアンケートが，

協同組合などの私的セクターの利用者も対象

として実施されており，各アンケートの調査

項目内容は，現場職員を含む 10数人のメン

バーで作成している.回答方法は，満足度を

1 ~10 までの指標で表す形式で， 180のモ

デルなどを参考にして設計されたものであ

る.アンケートは，環境問題などのサンプル

調査の際には8000人程度の無作為抽出で行

うこともあるが，通常は対象となる市民全員

に配布して回収しており，回収率は60%前後

である.

アンケート項目の内容は表-1 -2のよう

に，抽象的な満足度の評価に止まらずに，個

別サービスの具体的な評価に踏み込んでお

り，業務改善に活用するための実践的な内容

になっている.この中で所得援助者への対応

では，適切な援助や助言を行うために，受給

者へのアンケート(表-1 )と平行して，援

助対象者の精神的な安定度を客観的に評価す

る手法の開発などが，担当職員を含むチーム

によって取り組まれている.またプレスクー

ルアンケート(表-2) に，児童自身による評

価項目が見られることは興味深い.政府によ

る指導指針では，プレスクールによる業務の

基本とされているのは民主主義的な価値観で

あり，子どもたちは“総ての人々の平等の価

値"を尊重することを学ぶこととされて，職

員は個々の子ども達自身の意見や関心と経験

とに配慮するべきとされている.アンケート

の内容は，こうした方向での保育内容に活用

されているといえる.
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表一 1 所得援助対象者アンケート(満足度調査) 全10項目 34間

アクセス(4 ) -担当者への電話連絡とアポイントの取り方及び、事務所へのアクセス

効率性(4 ) -援助決定と給付の迅速さ，援助が必要時の職員による援助

情報提供(3 ) -文書や口頭での説明，給付を受ける権利に関する説明の解り易さ

応対(4 ) -事務所は快適で，訴えは良く聞いてもらえ，尊厳を持った扱いを受けた

尊厳(4 ) -毎回，同じ担当者に落ち着いて話し，熟慮した取り扱いを受ける

法的権利(3 ) -正当に取り扱われて，抗議することも可能で，担当者を信頼できる

関与(4 ) -充分な時間で，自分の意見は充分考慮されて，援助内容が提案される.

能力(4 ) -職員は能力があり，自分の状況と訴えを理解でき，微妙な問題も話せる.

援助全体(3 ) -援助と助言は全体として期待に沿っており，採点すると最善~最悪

状態の改善 -事務所にコンタクトした結果，状態は改善されたか

(イェテボリコミューンのアンケートより筆者作成)

アンケート結果は，インターネットを通じ

て公開されると共に，地区委員会やカンパニ

ーまた執行委員会の中間報告・年次報告でも

重要な指標として参照されており，議会によ

る予算編成や地区委員会による詳細予算作成

のキ食言す資料としての役割も持っている.アン

ケート結果の分析と対策の実施は現場の責任

であり，例えば地区委員会の学校であれば，

経営部門(地区委員会の行政責任者と学校部

門の責任者及び校長)が，結果の分析と共に

執行委員会への報告を作成する.

表ー 2 保育所保護者・児童アンケート(満足度調査)

保護者アンケート(全14項目 42問) 児童アンケート

*不満足から満足までの 10段階で回答 *児童自身が， (怒った顔)(普通の顔)

[快適] -子どもは，保育所/先生/友達と， (喜んだ顔)から選んで記入

3項目 楽しく過ごしていますか?

[安d心] -子どもは友達に好かれていますか -保育所は楽しいか.

4項目 -先生による子どもの不安感への対応 -保育所に友達はいるか.

[応対] -先生は貴方の考え方を受け止めているか? -保育所ではいつも面白いことを

3項目 -先生の子どもへの対応 しているか.

[教育] -子どもの発達への援助 -保育所で遊ぶことを自分で決め

-言葉の発達への支えと促し られるか.

-先生の子どもの落ち着きや平静さを創る力 -保育所に楽しく遊べることはあ

-先生の子ども同士が思いやる指導 りますか.

[参加と -保育所から受ける情報とその内容 -保育所での外遊びは好きか

関与] -保育所の業務への自分の意見の反映 -先生は好きですか.

-子どもの成長・発達への先生と親の協力 -保育所でいつも何か新しいこと

-地域の政治家は，保育所の財政についての を学べますか.

親の声に耳を傾けているか. -保育所の食事は好きですか.

(イェテボリコミューンのアンケートより筆者作成)
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他方で，コミューン事務局に置かれた組織

改善を担当するクオリティグループ部門に

は，イェテボリコミューンの80の経営単位

(地区委員会と部門委員会およびカンパニー)

のそれぞれ対応した形で， 80人のクオリテイ

マネージャーが置かれており，アンケート結

果を踏まえた対応へのアドバイスを行ってい

る.アンケートの基本的な目的は，事業現場

に情報を提供して事業の改善に活用すること

にあり，クオリテイ部門は，アンケートの分

析について執行委員会への独自の報告もする

が，基本的な責任は当該部署とされている.

(2)学校運営とアンケー卜の活用

以下に，アシム地区委員会が運営する或る

公立学校 (Nygardsskolan)の現状について

紹介する 2ペアシムはイェテボリでも所得階

層の高い市民が多い地域で，生徒たちの成績

は優秀であるが，他地区の学校を選ぶ親が多

くなっている.校長によればその理由は，コ

ミューンからの財政配分が移民の多い地区に

は手厚い反面で，アシムには少ない事を原因

としており，地区委員会の財源不足の結果，

教員数も十分には配置できず，この学校でも

1クラスの生徒数は約30人に上っている.

この学校は，生徒数約 500人で 6~9 歳の 12

学級と， 10~ 15歳の 9学級の二つの学校に

分かれており，各々に校長が置かれている.

低年齢担当の校長の説明は次の通りである.

「生徒と親及び教職員による学校評価は毎

年行われており，生徒では約90%が回答し

ている.回答内容は，教員で議論して改善に

役立てており，例えば学校に置かれた資料へ

の満足回答が低い場合，データ利用への満足

度との相関を調べた上で，データルームの使

用への指導を増やすという方針にもつなが

る.その意味で，有効な資料といえる.ただ

毎年の実施は多すぎて，振り回される面もあ

るが.

親の声の学校運営への反映という点では，

各クラスの親の代表と校長・教師との懇談

(利用者委員会)が毎月行われている.その

内容は親の総てにインターネットで配信さ

れ，個々の親からは代表者を通じてまたは直

接校長に要望が出される.また各クラスでは

年 2回全部の親が集まる集会を行っている.

さらにアシムの全学校から年 2回代表者が集

まって会議を行っており， open space (何を

話しでも良いの意味)と名付けられている.

親からの学校評価は，教科の達成に集中する

面が強く，教育面から見て的を射ているとは

言いがたいが，評価の結果はこうした親との

議論の中で，基礎的な資料になっている.

児童の民主主義と学校運営への影響力を高

める取り組みでは，各クラスから代表を選ん

で，毎週会議を持ち，討論している.また校

長との討議の場も持たれており，この場合に

は校長に対する学校設備の改善などの要求が

主になる.討議の内容は幼稚でも民主主義的

な議論の教育という面は大きい.

地区委員会による学校への財源配分は一括

して行われ，各学校では校長権限で，例えば

教員数を抑えて図書を増やすなどの予算運用

を決定する.また親には予算運用について情

報提供されている.J以上のような学校運営

の特徴は，財源を一括配分した上で現場単位

に執行権限を委譲する，分権型組織運営を前

提としたものである.

2，組織運営と能力開発

(1 )組織改善と職員の能力向上

組織運営の改善と職員の能力発揮に向け

て，職員アンケートと組織運営評価等が実施

されている.主要な内容は次の通りである.

第一に，職員アンケート(表-3)が，コ

ミューン本体およびカンパニーの職員を含め

て実施されて，職員の仕事に対する満足や働

き甲斐，職場の民主的な運営などの意見が集

約される.職員の職場に対する満足度のデー

タは，地区委員会やカンパニーの年次報告

(Annual Report) でも経営上の重要なデー

タとして，保有資産の推移や事業評価アンケ

ートによる市民の満足度と並んで分析・評価

が行われている.

第二に，事業実施単位の組織運営上の到達

点を客観的に評価するための，組織運営評価

である.評価作業は，各事業体からの要請に

基づいて，他の職場から選任された 10名程
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表-3 職員アンケート(満足度調査)

全22項目 93間 ( )内の数字は質問数

業務運営への -自分の仕事がどのように，何時までに，遂行されるべきかの決定に

参加 (11) 関与し責任を持つことが出来る.

情報(4 ) -自分の職場と業務全体に関わる事について，充分情報提供されている.

評価(3 ) -上司や同僚，顧客は自分の仕事を評価している.

報酬(8 ) -仕事の努力には報いられる報酬になっている.

労働環境(5 ) -職場の安全・設備・休憩室などは整えられている.

モラル(8 ) -職場には自由に討議できる雰囲気があり，自分は上司からも

尊重されている.

ペース(5 ) -時間内に仕事を終えられるし，必要なら周囲の援助を受けられる.

目標/評価(6 ) -仕事の目標は現実的で明確であり，結果についての上司の評価は

納得できる

リーダL シッフ。(5 ) -上司は仕事の責任と権限を委ねて，職場を共通の目標に

リードしている.

信頼(3 ) -上司と会社幹部を信頼しており，イェテボリコミューンは

良い雇用主と思う.

充実感(5 ) -自分は意義の有る仕事を，充分な時間で、行っており，

仕事を楽しんでいる.

スキルアップ(6 ) -スキルは職場で活かされ向上の機会もありスキルアップの

面談には意義があった.

他:職場での平等，健康，嫌がらせ，ストレスなど 10項目 24問

(イェテボリコミューンのアンケートより筆者作成)

度の評価者が，当該組織が 5段階の尺度でラ

ンク付けされるクオリテイ基準(業務の目標

設定や職場のチームワークなどに基づく総合

的な判定基準)の何処にあるかを評価する.

作業はほぼ 1週間にわたり マニュアルに基

づく管理者への聞き取りや現場訪問を通じた

職員への聞き取りなどを経て，最終的な評価

が下される.2008年度では， 1事業単位から

地区委員会全体を対象とする評価を含めて計

20件の評価作業が実施された.

第三に，職員の能力開発であり，その中心

的な取り組みは， 2年に 1度開催される一種

の研究・交流集会 (KvalitetsMassan)であ

る. 2007年には4000人の職員と関係者が約

200の分科会で， 3日間に渡って泊り込みでの

情報交換と討議を行っており，他のコミュー

ンや北欧諸国からも参加を見ている. 1989年

に始められたこの事業は，コミューンの政治

指導者が日本のQCサークルから発想したと

され，互いに経験を交流しあうことを通じて

参加者が多くを学ぶことが目的とされていて，

イェテボリ大学との協同で開催している 27)

(2)分権型システムの特徴

全体を通じたイェテボリコミューンのシス

テムの特徴は，多元的なアクターへの権限委

譲と経営責任の明確化と共に，財源配分と政

策評価を通じたコントロールシステムを持つ

意味で，柔構造型若しくは多元的都市経営シ

ステムとして捉えることができる.その特徴

は，次の通りである.

第一に，事業もしくは政策実施主体への権

限委譲と目標管理の手法であり，経営責任の

明確化と総合的なコントロールとが組み合わ

されていること.全体的な政策目標と財政上

の資源配分は議会が決定すると共に，実施主

体には権限と財政上の責任が委ねられる.こ

れに対する執行委員会のコントロールは，事
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業運営に対する直接の指揮・命令ではなく

て，政策課題の設定と共に，アンケートの結

果を含む情報提供が中心となっている.コミ

ューン事務局による政策分野別の総括も，情

報公開を通じて幅広く問題提起する役割と共

に，事業部門による改善への有効なツールの

提供という側面が強いお)

第二に，学習と内部評価を通じて，事業効

果と質を高めるシステムである.とりわけ職

員の事業改善へのインセンテイブは，基本的

には職場のチームワークや働きやすさ等の条

件の改善と，市民との直接の触れ合い等が中

心になっており，ここでは事業評価アンケー

トが重要な役割を果たしている.同時に，次

に述べる協同組合による学校やプレスクール

などの私的セクターの存在は，現場サイドで

は競争相手としての側面を持っている.

第三に，市民への選択機会の提供で、ある.

地区委員会が提供するサービスの内容に間接

的に影響を与えているのが，私的セクターの

存在である.サービス提供者の選択は市民の

自由な判断によっており，地区委員会には利

用者数に応じてコミューンの施設と同様の補

助金を支給することが義務付けられている.

この点で市民にとっては，コミューンによる

サービス提供からの退出を通じた影響力行使

の機会となっている.

の行使から創造型展開ヘ

1 ，スウェーデンの公共セクターと市民活動

スウェーデンは，市民の様々な組織活動が

盛んな国として知られている.スウェーデン

の市民社会の歴史的特徴として挙げられるの

は， 19世紀後半からの労働者を主体とした大

衆運動が，労働組合運動や禁酒運動などを含

む一種の文化運動として，市民社会の変化を

リードしたことである.代表的な市民運動で

ある学習サークルには，現在でも 75%の成人

が参加した経験を持つとされる 2ペ他方，文

化や組織活動が活発な反面で， NPOによる

事業は市民サービスの提供については大きな

役割を果たして来なかった.この点は，歴史

的にも慈善団体や教会が始めた福祉事業をコ

ミューンや政府が制度化して引き継ぐという

経過を辿ったことで説明されている.

スウェーデンでの公共図書館の歴史は，こ

うした市民活動と公共サービスとの相互関係

を物語るものといえる. 19世紀初頭の教区図

書館に発するスウェーデンの図書館は，労働

運動によって 1880年代から開始された“人

民教育"の中心課題とされて， 1917年の調査

では全土に 54の労働者図書館と労働者が主

体となった254の学習サークル図書館が存在

していた.スウェーデン国会は， 1912年に学

習サークルの図書館に対する補助金の支給を

決定し，更に地方政府による補助金支給が広

がる中で，これら図書館の多くは公共図書館

に組み込まれていった.この時期の労働運動

を指導した SAPの方針は，公共図書館を充

実させると共に，その運営に対する人民の影

響力を高めることであり，それは地方政府に

対する民主的なコントロールは可能であると

いう確信に基づいていた 30)

こうした社会と政治との或る意味で親和的

な関係は，その後のコミューンと市民活動と

の関係にも引き継がれた. 1960年代末には都

市人口の急増に伴う地域社会の変化を背景

に，公共サービスの拡大が市民の要求と政党

のイニシアテイブとを通じて，地方所得税率

の大幅な引き上げを裏づけとして実現した.

この結果，市民の学習サークル活動などの文

化的な活動が，公的な財政補助を受けながら

進められる一方で，具体的なサービス提供は

自治体を初めとした公共セクターが担う形の

分担が出来上がってきた 3九ジェンダー運動

を国際比較したS.バーグマンは，スウェー

デンの特徴として，幅広い運動を通じて制度

を実現した一方で，その殆どが政府部門によ

るサービスとして実施されたことを指摘して

いる.運動体が直接サービスの運営に乗り出

したのは比較的最近の現象であった泥)

他方で民主主義の視点からは，政府と市民

活動との関係は，一方では政府の政策決定に

対する市民の影響力の保障という側面から，

他方では市民の活動に対する政府の関与・介

入の排除という側面から論じられることが多
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かったと言える.こうした見地からは，福祉

活動を行う市民活動に対する地方政府の資金

援助は， r政府の伸びた手Jであるとされる 3九

こうした懸念は，市民組織が政府の資金を受

けて事業を展開する中で，専門従事者と幅広

い構成員との聞に希離が生じる可能性があ

り，結果的に民主主義の担い手としての側面

を弱める恐れがあることを重要な根拠として

いる.それは反面では，従来のスウェーデン

的な一種のコーポラテイズムが，上からの即

ち団体を通じた政府による統治ではなく，大

衆組織を通じた下からの政府のコントロール

という側面を持つことを示している制.

2，市民活動の転換点

イェテボリコミューンによる公共サービス

の拡大は， 1990年代初めから地方政府が経済

危機の影響を受けると共に地方税率の引き上

げが抑制される中で，一定の見直しを迫られ

た.他方で，協同組合セクターが事業の実施

主体としての役割を増大させると共に，市民

の組織活動が重要性を高めている.これは，

若者集団による落書きなどの行為への対策

や，セグリゲーション地域での地域の社会関

係そのものの再構築という政策課題が，市民

の主体的な活動を不可欠とすることをも背景

としている.このため市民の組織活動への援

助や財政補助が，地区委員会を初めとしたコ

ミューンの機関によって進められている.こ

こではコミューンの事業は，市民運動の組織

者又はパートナーとしての役割を担ってい

る.以下では，こうした変化を市民の地域レ

ベルの運動や協同組合の現状と共に，コミユ

ーンの政策を通じて検証する.

(1 )マヨナ地区の地域運動

市民セクターとコミューンとの，相互関係

の変化を象徴する事例の一つが，イェテボリ

のマヨナ地区である.マヨナは，歴史的には

イェテボリに隣接しつつも独立した港町とし

て発展し， 1800年代には大規模な砂糖工場な

どが建設されて，労働者の町としての特徴を

持つ地域とされてきた.現在では，旧来の共

同街区の面影の残る町として人気があり，主

『イェテボリコミューンの都市経営システムと政策評価J

に比較的所得水準の低い知識層を中心にした

人口構成となっていて，左翼党と SAPが強

力な支持基盤を持つ地域である.

このマヨナ地区では， 2000年から 2001年

に掛けて，地区委員会による学校統合に反対

する激しい抗議運動が展開された.その背景

は，地区内での児童数の減少と共に，コミュ

ーンからの交付金が限られている中で，マヨ

ナ地区が多額の赤字を抱えておりコミューン

からその解消を求められたことにあった.

マヨナの住民が，学校統合に対して他地区

の学校を選択するなどの私的な解決法を取る

のでなく，あくまでコミューンの学校の維持

を要求したことは，住民の特徴を示すものと

されており， 3ヶ月にも及ぶ児童の登校拒否

と父母による自主教育が整然と実施されたこ

とは，父母の組織的な力量を示している.こ

の運動では， SAPの地域組織は機能麻埠の

状態にあったとされる 3九

他方，結果的に学校統合が実施された後に

は，活動的な住民の間には無力感が漂ったと

される.これと共に，地区内では若者の過度

な落書きや破壊行為などが広がり，地域環境

にとっての脅威にもなっていった.こうした

中で，地域の住民の要望に応える形で，マヨ

ナの多くの住民が加入する借家人組合と，同

じくこの地区に多くの住宅資産を持つ住宅カ

ンパニーの援助により， r若者プロジ、ェクト」

が発足した36)

このプロジ、ェクトでは，地域団体が協力し

て活動を進めるための協議会組織 (MSF)

が，上記の二つの組織と共にマヨナ地区委員

会や地区内のサークルなどの参加で設けら

れ，コミューンの財政補助を受けて専任の職

員が配置された.そして地区の住民やサーク

ルなどによる地域の整備・美化のための組織

が設けられて活動を進めると共に，地域の広

場を余暇スポーツ施設として改装する事業な

どが，施設管理団体を含めた組織の立ち上げ

を経て進められた.MSFの活動は，閉鎖が

予定されていた地区の施設を拠点として，学

習障害や問題行動を持つ子ども達を含む夏季

行事や，長期の失業で意欲を喪失した若者へ

の支援，薬物中毒者の事業協同組合によるカ
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フェやバンド教室などが開催されている.ま

た，地域ぐるみの交流行事である“マヨナフ

ェスティパル"も主催している.中心的な活

動家叩によれば， MSFを構成するスポーツ

クラブなどの各団体は，地域全体を見渡す視

点はなかったが，若者の荒れが切っ掛けにな

って，地域問題に協力して対応するアンプレ

ラ組織を造ることへの共同認識が生まれたと

いう.マヨナ地区では左翼への支持は高いが，

全般的に政党は日常の暮らしへの影響力は弱

く，また最近の親は個人志向が強くて，協力

して行動しようとする姿勢が弱くなってい

る.これに対してMSFの活動は，住民にミ

ーテイングプレースを提供することで互いに

協力し合う切っ掛けを作り出しており，住民

の間に何かを変えようとする意識を生む機会

を提供する意味で，地域の世論形成に影響力

を持てるとする.

現代の市民活動とコミューンとの関係が

1970年前後の，市民の要求の広がりとも相侯

ってコミューンの税率を急上昇させながら公

共サービスの拡大を実現した時期とは異な

り，財源的な制約の中での財政運営が求めら

れることは明らかである. SAPと左翼党が

強い影響力を持つマヨナ地区での学校統合反

対運動は，こうした変化に伴う摩擦を劇的に

示した.他方で，マヨナでの若者プロジェク

トの経過は，地域活動の転換の一つの方向性

を象徴する.

(2)協同組合と市民

イェテボリでは，子どもの親が主体となっ

たものや，保育者によるものなど，様々な形

での協同組合によるサービスの提供が行われ

ている.ここでは，そうした協同組合が

運営するプレスクールの一つ (Askims

Montessorifarening) について，筆者のイン

タビューに基づいて紹介する制.

1984年に設立されたこの協同組合では，現

在 1歳から 5歳まで28人の子どもを 6人の

スタッフが，午前 7時半から午後 5時半まで

保育している.保育施設はコミューンから料

金を払って借用しており，財政的には収入の

90%がコミューンからの補助金で10%が会員

の利用料である.組合の運営は，数名の親と

保育者の長からなる委員会が当たっており，

入所児の選考では，親と保育者からなるグル

ープが入所希望者への面接を通じて，協同組

合に貢献する意志と能力などを踏まえて決定

する.親の代表者の説明は次の通りである.

「自分の子どもが 3歳の時まで通っていた公

立のプレスクールで，年齢別のクラス編成を

混合型の編成に替えたために，先生が小さい

子に集中するようになり，また同じ年齢児と

遊ぶ機会が無くなって子どもが不安定になっ

た.これは仕事を辞める先生が多い中で，先

生の負担を減らすための対応と思う.このた

め変更を申し入れた親もいたが，聞かれなか

った.その意味で，子ども中心の保育所にな

っていなかった.そんな時にこの協同組合を

矢口って申し込んだ.この保育所に来て，自分

自身の子どもに対する見方も変わったと思

う.子どもの成長を中心に考えて接するよう

になったし，以前のように“着替えが遅い"

と一方的に叱るような事も無くなった.その

意味で，親の成長という面もある.親同士の

関係も，頻繁に連絡してお互いに迎えが遅く

なるときには援助しあい 週末に一緒に遊び

に行くこともある.親には単に施設のユーザ

ーではなくて，協同組合のメンバーとして協

力する義務がある.このため，例えば先生が

病気で休んだ場合には親が替わりに保育に入

るし，週末に荒れたティーンエージャーが来

そうな時は，親が見回りに来ることもある.

平均すれば月に 1回程度は，各々の親が協力

に来ているのでないか.J 
コミューンによれば，事業アンケートに示

された協同組合プレスクールの利用者の満足

度は，一様に高い水準にあるとされる.他方

で，問題を抱えた親や児童の入所を断るなど，

一定の条件を持つ市民のみを対象とする側面

を持っとの批判も存在する.反面で，市民が

主体的に事業に関わると共に，その評価能力

を高めるプロセスとしての面を持つことは注

目される.

3，コミューンと市民活動

(1 )コミューン事業と市民組織・市民活動
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イェテボリコミューンは公共サービスに関

わる市民活動を，コミューン自身のサービス

に対する一種の補足/対案として捉えた上で，

資金援助などを含めて奨励している.コミュ

ーンと市民活動との相互関係の現段階を象徴

するのは，コミューンに設けられた社会資源

委員会の活動である.社会資源委員会による

市民活動への援助の基本的な目的としては，

次のような説明がなされている. r人々 が，

自らの能力を活かして，社会に積極的に参加

することを促がす団体の活動は，社会の民主

主義を強める機能を持っている.そうした団

体への援助は，人々が日々の生活と社会全体

への影響力を与える上での重要な役割を持
つJI39). 

社会資源委員会は，コミューン全域を対象

とした社会活動や障害者分野の団体・サーク

ルへの活動補助として， 170団体に計

77，000，000sek (2008年)の補助金を交付して

いる.この額は，スポーツ団体などへの援助

や各地区委員会がそれぞれの地域内で活動す

るサークルへの補助金とは，別枠で支給され

ている.先述のマヨナでの地域組織が専従職

員を抱えて活動を広げることが出来たのも，

この補助金を受けたことによる.

社会資源委員会の援助方針によれば，対象

となる団体は，幅広い社会活動団体と共に，

障害者による生産者協同組合などの社会的な

援助を必要とする領域の団体である.

援助の原則として，次のような姿勢が明か

にされている.第一に，行政と団体とが協同

の立場に立つことである.第二に，コミュー

ンには団体の発展やネットワークを拡大する

ために，協力する必要があること.第三に，

援助は団体による活動の発展のためにも，長

期・継続的なものであるべきこと.第四に，

活動の多様性を保障するために，新たな団体

への支援が必要なこと.第五に，団体の自己

決定・自律が保障されるべきこと.これらと

共に，団体自身が，当初の活動計画の実施が

困難と判断した場合には，コミューンが適切

な助言や対策を考案するべきとして，協同の

姿勢を明らかにしている.この点は，基本的

な姿勢を示すものとして興味深い.

『イェテボリコミューンの都市経営システムと政策評価J

社会資源委員会による新たな活動で注目さ

れるのは，サービスを受ける障害者自身によ

る事業評価の取り組みである.その発端は，

先述の障害者委員会が，コミューンが実施し

ている事業評価アンケートでは，障害者本人

の意志が伝えにくいことを問題としたことで

ある.これを受けて具体化されたのは，障害

者自身がチームを作って 施設への入所者を

含めたサービス利用者へのヒアリングを行

い，障害者による評価や事業の問題点などを

報告書 (Brukarerevisionen)に纏める手法

である.この取り組みを総括した報告書では，

結果としての評価内容自体と共に，評価に関

わった障害者に障害者政策全体を客観的に捉

える“教育的な効果"が見られたことを，高

く評価している 40) 社会資源委員会によって，

この評価手法を更に各地区委員会に広げる為

の取り組みが進められており，これにはサー

ビスの受け手(クライエント)である市民自

身による事業評価を発展させることへの，布

石としての意味が込められている.

(2)市民社会・市民セクターとコミューン

コミューンの自律的な政策運営が重視され

る現在，市民社会・市民セクターと地方政府

との相互関係は，地方政府改革の重要な論点

である.本稿では市民社会を，社会的・経済

的構造を背景とし，文化や交流を通じて形成

された社会関係として，また市民セクターを，

市民社会に根を持つ組織的な活動の総称とし

て捉える 4九社会の経済的な構造を土台とし

て構成された社会関係は，政治的には政府権

力や政党の機能によって代表される政治社会

として，また経済的には市場メカニズムを中

心とする空間としての経済社会として総括さ

れてきた.現代の市民セクターの自律的な拡

大は，こうした社会関係を“市民社会"とし

て独自に総括することを必要とさせたといえ

る.

以上を踏まえた上で，コミューンと市民社

会・市民セクターとの相互関係は次のように

整理できる.第一に地域レベルの市民社会は，

社会意識の形成に一定の影響を与えることを

含めて，地域政治とコミューンの政策を基底

可
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的な部分で制約する.第二に市民セクターは，

市民社会での社会意識の形成に重要な役割を

果たすと共に，サービス供給の主体として市

民のライフスタイルに影響を与える.第三に

コミューンは，サービスの提供や市民の活動

への援助を通じて直接に，または市民セクタ

ーを通じて間接に，市民社会の変化に影響を

与える.

スウェーデンの一般的な理解とは異なっ

て，市民セクターと市民社会とを区別する本

稿の捉え方は，一方では，市民社会の変化の

動態を，地域経済と住民構成の変化などの社

会基盤の変化を踏まえて検討することを可能

にするものである.第二次大戦後のイェテボ

リでの，経済拡大による人口増加は，市民社

会と社会意識の構造的な変化を鷲し，それは

コミューンの政治社会に反映する事を通じて

プレスクールを初めとした公共サービスの拡

充に結果した.その後の産業・経済構造と社

会構造の変化は，市民社会とコミューン政治

との相互関係にも変化を驚しつつある.それ

を象徴するのは協同組合などの市民セクター

の広がりである.その背景の 1つは，個人レ

ベルでの，公共サービスの内容を自己実現の

一環として評価し選択する性向である.さら

に，イェテボリで1990年代末に提起された

高所得者の多い三つの地区による独立したコ

ミューンとなることを求める運動は，市民が

納税者或いは政治的決定の主体として，コミ

ューン政治に直接対峠した事例である 4九

これらと共に，学校統合に反対するマヨナ

地域の住民運動とその後の経過は，市民とコ

ミューンとの双方にとって，こうした社会

的・経済的な変化に対応する統治能力の発展

が求められることを示すものといえる.これ

らは，コミューンと市民社会との相互関係を

捉える上で，主体が多元化する社会関係への

移行を念頭に置くことの必要性を示唆すると

共に，市民を公共サービスの受動的な受け手

としての側面からのみ捉える福祉国家観に再

考を促すものである.

イェテボリの市民活動とコミューンとの相

互関係を検討する場合，注目されるのは，こ

の章で紹介した幾つかの活動やコミューンの

事業が，一方では市民の事業に対する評価能

力を向上させる機会に，また他方でコミュー

ンの側では市民の評価を取り込んで改善を図

る機会となっていることである.その意味で

これらの事例は，コミューンによる公共サー

ビス提供システムの中に，市民活動の役割を

積極的に位置づけることの必要性と共に，こ

れら全体を市民の評価能力と統治能力の向上

に向けた学習過程としての側面から捉える必

要性を示している.

イェテボリコミューンのシステムの特徴

は，地域産業をリードする都市経営戦略と共

に，政治・行政組織の改革およびコミューン

と市民社会との相互関係の再構築という，三

つの側面から捉え返すことができる.こうし

た特徴を，本稿の「はじめにJで検討した，

民主主義と総合性そして市民の統治能力をめ

ぐる公共セクター改革の論点を踏まえて整理

したい.

イェテポリシステムの特徴として次の点を

指摘することが出来る.

第一に，議会を中心とした政治主体による

総合的なコントロールを前提した，分権化と

組織内改革のメカニズムである.分権型の都

市経営を実施する上で求められたのは，経営

単位への権限委譲とシステム全体の再構築で

あった.その特徴は，柔構造型若しくは多元

的都市経営システムとも言い得るものであ

り，職員と事業組織の力量と，市民の評価能

力と統治能力との発展を重要で且つ不可欠の

要素としている.

第二に，市民の評価・統治能力の向上を支

援するメカニズムである.イェテボリでは，

結果的に市民セクターの役割や市民の評価能

力と統治能力を高める機能を組み込んだシス

テムが，形成されつつあると言える.

本稿では地方政府改革の一つのスタイルを

示すものとして，ガバナンス即ち市民の評価

能力と統治能力の向上に向けた学習過程を内

蔵した都市政治システムを，“学習都市シス

テム"として捉える.こうした意味で，イェ

ヮ“ぷり
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改善への取り組み，また市民の組織活動への

支援活動は，コミューンと市民社会との双方

での能力の向上に向けた学習都市システムと

して，捉えることができる.

(注)
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